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(57)【要約】
【課題】正常な足のアーチを育成できる履き物及び内部
構造体及び足部矯正方法を提供する。
【解決手段】足裏面と相対向する底面を有する履き物に
おいて、高さ調整部５を足部の母子球、小指球及び踵か
らなる３つの支点位置にそれぞれ設けることにより、各
支点位置が、各支点の間の足弓に対応する各足弓位置よ
りも高く形成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　足部の母子球、小指球及び踵からなる３つの支点をそれぞれ支持する支持部と、
　足部の足弓に相対向する各足弓位置に設けられ、前記足弓の弾性運動を許容する許容部
とを備えたことを特徴とする履き物。
【請求項２】
　請求項１に記載の履き物において、
　前記各支点を支持する支点位置に、前記各支点をそれぞれ持ち上げる突部を備えたこと
を特徴とする履き物。
【請求項３】
　請求項１に記載の履き物において、
　前記各足弓位置に、前記各足弓の弾性変形を許容する凹部をそれぞれ備えたことを特徴
とする履き物。
【請求項４】
　請求項１に記載の履き物において、
　前記許容部は、前記足弓位置に、前記各支点を支持する支点位置の材質よりも軟質の材
質を設けることにより構成されることを特徴とする履き物。
【請求項５】
　請求項１に記載の履き物において、
　前記支持部は、該履き物の下面に設けられた突部であることを特徴とする履き物。
【請求項６】
　履き物の内部構造体であって、
　足部の母子球、小指球及び踵からなる３つの支点をそれぞれ支持する支持部と、
　足部の足弓に相対向する各足弓位置に設けられ、前記足弓の弾性運動を許容する許容部
とを備えたことを特徴とする内部構造体。
【請求項７】
　足裏面と相対向する底面のうち、足部の母子球、小指球及び踵からなる３つの支点をそ
れぞれ支持する各支点位置を、前記各支持位置の間の足弓に相対向する各足弓位置よりも
高くすることを特徴とする足部矯正方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、履き物、内部構造体及び足部矯正方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　足部のうち、第１中足骨の種子骨を中心とした母子球、第５中足骨の先端に位置する小
指球、及び踵は、体重を支え、人体の前後左右のバランスを整える上で重要な役割を有し
ている。
【０００３】
　また、図１４に示す母子球位置Ｐ１、小指球位置Ｐ２及び踵位置Ｐ３の間は、それぞれ
複数の足骨によって繋がっており、それらの足骨はそれぞれ鉛直方向上方に湾曲した弓状
をなしている。即ち、母子球位置Ｐ１と踵位置Ｐ３との間にある足骨は内側縦足弓Ａ１を
構成し、小指球位置Ｐ２と踵位置Ｐ３との間にある足骨は外側縦足弓Ａ２を構成する。ま
た、母子球位置Ｐ１から小指球位置Ｐ２は、横足弓Ａ３を構成する。内側縦足弓Ａ１、外
側縦足弓Ａ２及び横足弓Ａ３は、いわゆる足のアーチを構成し、例えば土踏まず等の足裏
面における凹状部分に相当する。
【０００４】
　足のアーチは、足部のバネとしての機能を有し、身体の動きに伴い弾性変形して、足部
に加わる衝撃を緩和するとともに、下腿部の筋肉の伸縮を補助する。これにより、足から
心臓に向かって血液が圧送され、血行が促進される。また、足のアーチの弾性変形により
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、下腿部の筋力を向上させる。
【０００５】
　一方、フィット感を向上させる目的で、種々の中敷き及びインソールが開発されている
。例えば特許文献１のような、土踏まずに隆起部を設ける中敷きが多数開発されている。
【特許文献１】特開２００３－３８２０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかし、足裏面の凹部と中敷きとの間に形成される空間は、足のアーチが上下に弾性変
形するために用いられるため、上記したように土踏まずを隆起部で埋めてしまうと、足の
アーチの弾性変形を妨げてしまう。
【０００７】
　本発明は、上記問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、正常な足のアーチを
育成できる履き物及び内部構造体及び足部矯正方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記問題点を解決するために、請求項１に記載の発明は、足部の母子球、小指球及び踵
からなる３つの支点をそれぞれ支持する支持部と、足部の足弓に相対向する各足弓位置に
設けられ、前記足弓の弾性運動を許容する許容部とを備えたことを要旨とする。
【０００９】
　これによれば、履き物は、足部の各支点を支持する支持部と、足部の３つの足弓にそれ
ぞれ相対向する足弓位置に設けられ、足弓の弾性運動を許容する許容部を設けた。このた
め、足弓の上下方向の弾性運動が妨げられないので、足のアーチを育成することができる
。
【００１０】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の履き物において、前記各支点を支持する支
点位置に、前記各支点をそれぞれ持ち上げる突部を備えたことを要旨とする。
　これによれば、各支点を持ち上げる突部により、身体のバランスを整え、姿勢を良好に
するとともに、足のアーチを育成することができる。
【００１１】
　請求項３に記載の発明は、請求項１に記載の履き物において、前記各足弓位置に、前記
各足弓の弾性変形を許容する凹部をそれぞれ備えたことを要旨とする。
　これによれば、足弓の弾性変形を許容する凹部により、身体のバランスを整え、姿勢を
良好にするとともに、足のアーチを育成することができる。
【００１２】
　請求項４に記載の発明は、請求項１に記載の履き物において、前記許容部は、前記足弓
位置に、前記各支点を支持する支点位置の材質よりも軟質の材質を設けることにより構成
されることを要旨とする。
【００１３】
　これによれば、足弓位置の材質が、支点位置の材質よりも軟質であるため、足弓位置に
おいて足弓の弾性運動を妨げないようにすることができる。
　請求項５に記載の発明は、請求項１に記載の履き物において、前記支持部は、該履き物
の下面に設けられた突部であることを要旨とする。
【００１４】
　これによれば、支持部は、履き物の下面に設けられた突部である。このため、足弓の上
下方向の弾性運動が妨げられないので、足のアーチを育成することができる。
　請求項６に記載の発明は、履き物の内部構造体であって、足部の母子球、小指球及び踵
からなる３つの支点をそれぞれ支持する支持部と、足部の足弓に相対向する各足弓位置に
設けられ、前記足弓の弾性運動を許容する許容部とを備えたことを要旨とする。
【００１５】
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　これによれば、内部構造体は、足部の各支点を支持する支持部と、足部の３つの足弓に
それぞれ相対向する足弓位置に設けられ、足弓の弾性運動を許容する許容部を設けた。こ
のため、内部構造体を履き物に装着することにより、足弓の上下方向の弾性運動が妨げら
れないので、足のアーチを育成することができる。
【００１６】
　請求項７に記載の発明は、足裏面と相対向する底面のうち、足部の母子球、小指球及び
踵からなる３つの支点をそれぞれ支持する各支点位置を、前記各支持位置の間の足弓に相
対向する各足弓位置よりも高くすることを要旨とする。
【００１７】
　これによれば、足部の各支点位置を、足部の３つの足弓にそれぞれ対応する位置よりも
高くすることにより、足裏面と底面との間のスペースを拡大できる。このため、足弓が上
下に弾性運動するスペースが確保されるので、足のアーチを育成することができる。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明によれば、正常な足のアーチを育成する履き物及び内部構造体及び足部矯正方法
を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　（第１実施形態）
　以下、本発明を具体化した第１実施形態を図１～図６に従って説明する。図１は、右足
用の靴の内部構造体１の分解斜視図、図２は内部構造体１の平面図、図３は内部構造体１
の要部断面図である。
【００２０】
　内部構造体１は、靴の内側に配置され、使用者の足部を足裏側から支持する。図１に示
すように、内部構造体１は、使用者の足裏面に相対向する中敷き３と、中敷き３の下方に
配置される中底２とを有している。中敷き３は、履き心地や通気性を向上させるために敷
設される足裏型のシートで、その厚さは数ミリ（１～２ミリ）である。中底２（インソー
ル）は、上記した中敷き３と、ゴム等の材質からなる本底（アウトソール）との間に設け
られる。中底２は、中敷き３と同様に足裏型に形成され、繊維質等から構成され、クッシ
ョンとしての機能等を有する。
【００２１】
　中敷き３と中底２との間には、支持部としての３つの高さ調整部５が設けられている。
高さ調整部５は、接着剤等により中敷き３の下面又は中底２の上面に貼着されていてもよ
いし、中敷き３又は中底２に縫合されていてもよい。図２に示すように、第１調整部５Ａ
は、足の母子球を支持する位置（母子球位置）に設けられている。母子球は、親指の中足
骨にある種子骨を中心とし、体重を支える支点の一つである。第１調整部５Ａの大きさは
、この種子骨の大きさ、或いは種子骨の接地部分の大きさに形成されている。
【００２２】
　第２調整部５Ｂは、足の小子球を支持する位置（小子球位置）に設けられている。小指
球は、小指の中足骨を中心とする、体重を支える支点の一つである。第２調整部５Ｂの大
きさは、その中足骨の接地部分の大きさとほぼ同じ大きさに形成されている。
【００２３】
　第３調整部５Ｃは、足の踵を支持する位置（踵位置）に設けられている。第３調整部５
Ｃの大きさは、踵の接地部分とほぼ同じ大きさに形成されている。また、第３調整部５Ｃ
は、踵の接地部分よりも小さい大きさでもよく、その場合には、踵の中心部に配置され、
踵を安定して支持する。
【００２４】
　これらの高さ調整部５Ａ～５Ｃの高さは、例えば１～３ミリ等、数ミリ程度の厚みであ
って、本実施形態では、楕円形状に形成されている。尚、楕円形状以外に、円形状、四角
形状、三角形状等、その他の形状に形成されていてもよい。また、各調整部５Ａ～５Ｃを
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、それぞれ異なる大きさ、異なる形状に形成してもよい。
【００２５】
　また、各高さ調整部５の材質は、軟質のポリウレタン等、低反発性を有する材質を用い
ると履き心地を向上できるが、特に限定されない。
　図３（ａ）は、図２中Ａ－Ａ線における、母子球位置及び小子球位置を横切る要部断面
図であって、図３（ｂ）は、図２中Ｂ－Ｂ線における、母子球位置及び小子球位置を横切
る要部断面図である。また、図３（ｃ）は、図２中Ｃ－Ｃ線における、小子球位置及び踵
位置を横切る要部断面図である。
【００２６】
　図３（ａ）～（ｃ）に示すように、中底２の上面のうち上記した位置に各高さ調整部５
をそれぞれ配置し、その上に中敷き３を重畳すると、中敷き３は各高さ調整部５の上面に
沿って敷設され、高さ調整部５が設けられた位置には突部７が形成される。
【００２７】
　また、図３（ａ）に示すように、小指球位置の突部７Ａと、母子球位置の突部７Ｂとが
形成されることにより、各突部７Ａ，７Ｂの間の上面８（底面）は、突部上面よりも高さ
調整部５の厚み分だけ高さが低くなった凹部（許容部）を構成する。このように母子球位
置及び小指球位置の高さを、その他の領域よりも数ミリ高くすると、母子球及び小指球が
中敷き３に当接し、母子球と小指球との間の足裏面は中敷き３に接しない状態になる。
【００２８】
　同様に、図３（ｂ）に示すように母子球位置の突部７Ａ及び踵位置の突部７Ｃの間の上
面８（底面）は、突部上面よりも高さ調整部５の厚み分だけ高さが低くなった凹部（許容
部）を構成する。これにより、母子球及び踵の少なくとも一部が中敷き３に当接し、母子
球と踵との間の足裏面は中敷き３に接しない状態になる。
【００２９】
　図３（ｃ）に示すように、小指球位置の突部７Ｂと踵位置の突部７Ｃとの間の上面８（
底面）は、突部上面よりも高さ調整部５の厚み分だけ高さが低くなった凹部（許容部）を
構成する。これにより、小指球及び踵の少なくとも一部が中敷き３に当接し、小指球と踵
との間の足裏面は中敷き３に接しない状態になる。
【００３０】
　次に、内部構造体１の作用について説明する。図４は、上記靴を履いた足部の模式図で
ある。各突部７は、母子球位置、小指球位置及び踵位置でそれぞれ足部を支持する。これ
らの各突部７には体重がそれぞれ集中して加わり、その他の領域に加わる荷重は少ないた
め、３つの支点で身体を支持することにより、前後左右のバランスを整えることができる
。特に扁平足等、平面状の中敷きでは体重の３点支持が適切にできない場合でも、中敷き
３を介して突出した各突部７により、３点支持を行うことができる。
【００３１】
　また、母子球位置から踵位置には、種子骨５０（図５参照）、第１中足骨５１、楔状骨
５２、舟状骨５３、距骨５４、踵骨５５等があり、これらの足骨は、鉛直方向上方に湾曲
する内側縦足弓１１を構成する。小指球位置から踵位置には、第五中足骨５６、立方骨５
７、踵骨５５等があり、これらの足骨は鉛直方向上方に湾曲する外側縦足弓１２を構成す
る。母子球位置及び小指球位置の間には、各指の中足骨と基節骨との間の関節が位置し、
これらは鉛直方向上方に湾曲する横足弓１３を構成する。
【００３２】
　図５は、上記靴を装着した右足部を左側（内側）からみた模式図であって、図６は、上
記靴を履いた右足部を右側（外側）からみた模式図である。図５に示すように、上記靴を
履いた場合、母子球を構成する種子骨５０は、足裏の筋肉等を介して母子球位置に設けら
れた突部７Ａによって下方から支持される。また、踵は踵位置に設けられた突部７Ｃによ
って下方から支持される。また、図６に示すように、小指球は小指球位置に設けられた突
部７Ｂによって下方から支持される。
【００３３】



(6) JP 2010-17514 A 2010.1.28

10

20

30

40

50

　その結果、各支点を除く足裏面全体が上面８に対して離間した状態となり、足裏面のう
ち内側縦足弓１１に対応する凹状部分と、凹状部分に相対向する上面８（足弓位置）との
間の隙間１０が拡大される。隙間１０が拡大されることにより、土踏まずの大きさが小さ
くても、内側縦足弓１１が弾性変形するために十分なスペースが確保される。
【００３４】
　また、足裏面のうち外側縦足弓１２に対応する凹状部分と、凹状部分に相対向する上面
８（足弓位置）との間の隙間１０が拡大される。この隙間１０が拡大されることにより、
土踏まずの大きさが小さくても、外側縦足弓１２が弾性変形するのに十分なスペースが確
保される。
【００３５】
　また、各突部７Ａ，７Ｂによって、足裏面のうち、横足弓１３に対応する凹状部分と、
凹状部分に相対向する上面８（足弓位置）との間の隙間が拡大される。この隙間によって
、足裏の凹部の大きさが小さくても、横足弓１３が弾性変形するのに十分なスペースが確
保される。例えば、扁平足の使用者が上記靴を履いた場合でも、各突部７によって足裏全
体を持ち上げることにより、足裏面と上面８との間に強制的に隙間１０を形成することが
できる。
【００３６】
　このように、足裏面と中敷き３との間に、各足弓１１～１３が弾性変形するために十分
な隙間１０が形成されているので、各足弓１１～１３の弾性運動を妨げない。使用者の運
動により、各足弓１１～１３が隙間１０を利用して弾性運動すると、足部の筋肉である足
背筋群、足底筋群の運動や、踵骨５５に付随した踵骨腱等の伸縮が活発となり、下腿部の
筋力が向上するとともに、血行が促進される。
【００３７】
　第１実施形態によれば、以下のような効果を得ることができる。
　（１）第１実施形態では、足部の母子球、小指球及び踵からなる３つの支点をそれぞれ
支持する突部７の高さが、該突部７の間の足弓１１～１３に相対向する上面８よりも高く
形成されている。このため、足裏面と中敷き３との間に、各足弓１１～１３が上下運動可
能するために十分な隙間１０が形成されるので、各足弓１１～１３の弾性運動を確実に妨
げないようにすることができる。また扁平足の場合であっても、各突部７により足裏面と
中敷き３との間に強制的に隙間１０が形成されるので、足のアーチを育成することができ
る。
【００３８】
　（２）第１実施形態では、中底２と中敷き３との間に高さ調整部５を設けて、突部７を
形成したため、比較的簡単な方法で内部構造体１を作製することができる。また、既製の
靴等にも、後から高さ調整部５を取り付けることもできる。
【００３９】
　（第２実施形態）
　次に、本発明を具体化した第２の実施形態を図７～図８に従って説明する。尚、第２実
施形態は、第１実施形態の高さ調整部５を変更したのみの構成であるため、同様の部分に
ついてはその詳細な説明を省略する。
【００４０】
　図７は第２実施形態の内部構造体４０の分解斜視図、図８は、内部構造体４０の要部断
面図である。図７に示すように、内部構造体４０は、上記中底２、上記中敷き３との間に
、軟質部材４１を有している。軟質部材４１は、足裏型に形成され、上記した高さ調整部
５の材質よりも軟らかく、圧縮率の大きい材質から形成されている。
【００４１】
　軟質部材４１には、母子球位置、小指球位置及び踵位置に、各高さ調整部５Ａ～５Ｃを
嵌合するための孔４１Ａ～４１Ｃがそれぞれ形成されている。また、軟質部材４１は、高
さ調整部５の厚さと、ほぼ同一の厚さに形成されている。そして、軟質部材４１は、これ
らの孔４１Ａ～４１Ｃに、各高さ調整部５Ａ～５Ｃをそれぞれ嵌め込んだ状態で、中底２
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及び中敷き３との間に挟まれる。
【００４２】
　図８は、この内部構造体４０を母子球位置及び小指球位置の双方を横切る位置（図２に
おけるＡ－Ａ線の位置）における横断面図である。各高さ調整部５Ａ～５Ｃは、軟質部材
４１の各孔４１Ａ～４１Ｃにそれぞれ収容されているため、軟質部材４１の上面はほぼ平
面状になる。高さ調整部５の厚さが軟質部材４１の厚さよりも若干厚い場合には、高さ調
整部５の高さが若干高くなる。この上面に中敷き３を敷設し、中敷き３側から内部構造体
４０を見た場合、上記した突部７を備えた内部構造体１とは異なり、中敷き３には起伏が
ないように見える。尚、中敷き３を省略し、軟質部材４１と足裏面とが当接するようにし
てもよい。
【００４３】
　この内部構造体４０を靴に収容し、使用者がこの靴を履くと、内部構造体４０に体重が
付加される。このとき、軟質部材４１の圧縮量は、高さ調整部５の圧縮量よりも大きいた
め、体重が付加された軟質部材４１の上面の高さよりも、３つの高さ調整部５が位置する
支持位置の高さが高くなる。このため、第１実施形態と同様に、高さ調整部５により足部
の各支点が持ち上げられる状態になる。また、内部構造体４０のうち、内側縦足弓、外側
縦足弓及び横足弓の各凹状部分に相対向する位置（足弓位置）には、軟質部材４１が位置
するため、例えば扁平足の足裏面のうち足弓部分が当接しても、軟質部材４１が容易に圧
縮されるため、各足弓の上下方向の弾性運動を妨げない。このため、各足弓の弾性運動に
より、足部の筋肉である足背筋群、足底筋群の運動や、踵骨５５に付随した踵骨腱等の伸
縮が活発となり、下腿部の筋力が向上するとともに、血行が促進される。
【００４４】
　従って、第２実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
　（３）第２実施形態では、足部の母子球、小指球及び踵からなる３つの支点をそれぞれ
支持する高さ調整部５が、各高さ調整部５の周囲に位置し、各足弓に相対向する軟質部材
４１よりも、その硬さが大きい。従って、使用者が靴を履くと、軟質部材４１が沈み込み
、高さ調整部５が各支点を支持するため、各足弓の弾性運動を妨げない。このため、足の
アーチを育成することができる。
【００４５】
　（第３実施形態）
　次に、本発明を具体化した第３実施形態を図９～図１１に従って説明する。尚、第３実
施形態は、第１実施形態の支持部（高さ調整部）を設ける位置を変更したのみの構成であ
るため、同様の部分についてはその詳細な説明を省略する。
【００４６】
　第３実施形態では、履き物をスリッパに具体化している。これ以外に、靴、サンダル等
の履き物に具体化することも可能である。図９は、スリッパ６０を裏面側からみた斜視図
である。スリッパ６０は、底部６６と、甲部６７とを備えている。底部６６は、ゴム、ポ
リウレタン等の合成樹脂からなり、射出成形等の公知の方法により一般的な足形に合わせ
た形状に成形されている。甲部６７は、布、又は樹脂シート、又は革材等からなり、成形
された底部６６に縫合されている。
【００４７】
　底部６６のうち、使用者の足裏面と当接する上面６６Ａ（図１０参照）は平らに形成さ
れている。図９に示すように、底部６６の下面６６Ｂには、縁部６４が設けられている。
縁部６４は、数ミリの高さであって、底部６６の縁に沿って、下面６６Ｂを取り囲むよう
に設けられている。このように縁部６４が形成されることにより、縁部６４の内側面と裏
面６６Ｂとによって凹部６５が形成される。
【００４８】
　また、底部６６の下面６６Ｂには、支持部としての突部６１～６３が備えられている。
これらの突部６１～６３は、縁部６４の内側、即ち凹部６５に島状に形成されている。第
１突部６１は、スリッパ６０が適用されるサイズの足部の母子球位置に設けられている。
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また、スリッパ６０は、適用されるサイズの幅が広いため、第１突部６１は、例えば種子
骨の大きさ或いは種子骨の接地部分の大きさよりも、若干大きく形成されていてもよい。
【００４９】
　第２突部６２は小指球位置に設けられ、例えば中足骨の接地部分の大きさよりも若干大
きく形成されている。第３突部６３は踵位置に設けられ、踵の接地部分とほぼ同じ大きさ
に形成されている。
【００５０】
　各突部６１～６３は、楕円形状又は円形状等に形成され、縁部６４の高さ以上の高さ（
数ミリ）を有している。各突部６１～６３は、同じ高さであり、同じ形状又は大きさに形
成されてもよいし、図に示すように異なる形状又は大きさに形成されていてもよい。尚、
本実施形態では、各突部６１～６３を底部６６に一体に形成したが、別途形成された突部
６１～６３を固定するようにしてもよい。
【００５１】
　図１０は、両足に適用されるスリッパ６０の平面図である。突部６１～６３は、右足用
のスリッパ６０及び左足用のスリッパ６０の母子球位置、小指球位置、及び踵位置にそれ
ぞれ設けられている。このように、第３実施形態では、各突部６１～６３は、床面と当接
する裏面（底部６６の下面６６Ｂ）に設けられているので、使用者がスリッパ６０を履い
たときに、各突部６１～６３が足裏面に当接しないようにすることができる。このため、
使用者によっては、各突部６１～６３を上面６６Ａに設けるよりも履き心地を向上するこ
とができる。また、各突部６１～６３は、スリッパ６０の裏面に形成されているため、ス
リッパ６０の裏面を床面につけた状態では、縁部６４に隠されて各突部６１～６３が視認
しにくくなっている。このため、スリッパ６０のデザインに影響を与えないような構成に
することができる。
【００５２】
　図１１は、図１０に示す右足用のスリッパ６０のＡ－Ａ線における断面図である。使用
者がこのスリッパ６０を履くと、各突部６１～６３が床面７０に接地し、凹部６５は床面
７０に接しない状態になる。また、突部６１～６３が、縁部６４と同じ高さに形成されて
いる場合には縁部６４も床面７０に接するが、各突部６１～６３は、使用者の体重を支え
る母子球位置及び小指球位置及び踵位置にそれぞれ設けられているため、使用者の体重が
各突部６１～６３に集中して加わる。このため、主に３つの支点で身体を支持することに
より、前後左右のバランスを整えることができる。
【００５３】
　また、使用者がスリッパ６０を履くと、第１実施形態で説明した内側縦足弓１１は、第
１突部６１と第３突部６３との間の凹部６５に位置する。外側縦足弓１２は、第２突部６
２と第３突部６３との間の凹部６５に位置し、横足弓１３は、第１突部６１と第２突部６
２との間の凹部６５に位置する。即ち、各足弓１１～１３の位置に対応する底部６６は、
非歩行時には、床面７０に当接せず、浮いた状態になっている。この各足弓１１～１３の
位置に対応する底部６６は数ミリの厚さであって、弾性変形可能に形成されているため、
使用者が歩行して各足弓１１～１３が弾性変形すると、各足弓１１～１３の位置に対応す
る底部６６は下方に向かって変形する。このため、底部６６に形成された凹部６５が各足
弓１１～１３の弾性変形を許容するので、各足弓１１～１３の運動を妨げないようにする
ことができる。
【００５４】
　従って、第３実施形態によれば、以下の効果を得ることができる。
　（４）第３実施形態では、足部の母子球、小指球及び踵からなる３つの支点をそれぞれ
支持する突部６１～６３が、スリッパ６０の底部６６の下面６６Ｂに設けられている。従
って、使用者が靴を履くと、各足弓１１～１３の弾性変形に応じて、突部６１～６３以外
の底部６６が弾性変形するため、各足弓の弾性運動を妨げないようにすることができる。
このため、足のアーチを育成することができる。また、各突部６１～６３を底部６６に一
体に形成したため、足裏面との当接面に凹凸がないスリッパ６０を提供することができる
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。
【００５５】
　尚、上記各実施形態は以下のように変更してもよい。
　・第１実施形態では、中底２と中敷き３との間に高さ調整部５を介在させることにより
突部７を形成するようにしたが、中底２又は中敷き３に一体に高さ調整部５を形成しても
よい。
【００５６】
　・第１実施形態では、中底２と中敷き３との間に高さ調整部５を介在させることにより
突部７を形成したが、中敷き３の上面に高さ調整部５を設けてもよい。また、中底２に高
さ調整部５を設け、中敷き３を省略してもよい。
【００５７】
　・第１実施形態では、中底２と中敷き３との間に高さ調整部５を設け、突部７を形成し
たが、図１２に示すように中底２０に許容部としての凹部２１を形成してもよい。凹部２
１は、母子球位置２２、小指球位置２３及び踵位置２４以外の領域を凹状に形成した部分
であり、母子球位置２２、小指球位置２３及び踵位置２４よりも低く形成されている。さ
らに、この中底２０に、厚さ数ミリの中敷き（図示略）を敷設し、履き心地を向上させる
ことが好ましい。この内部構造体でも、扁平足であっても、各足弓が弾性運動するスペー
スが確保されるので、足のアーチを育成することができる。
【００５８】
　・内部構造体１は、中底２、中敷き３及び高さ調整部５から構成したが、中底２と高さ
調整部５、或いは中敷き３と高さ調整部５とから構成してもよい。また、内部構造体１は
、履き物に対して縫い合わされたり、貼着されたりして固定されていてもよいし、履き物
に対して着脱可能に設けるようにしてもよい。
【００５９】
　・第３実施形態では、スリッパ６０の底部６６に縁部６４を設けたが、これを省略して
もよい。この場合、各突部６１～６３の間に設けられた空間が、足弓の弾性運動を許容す
る許容部に相当する。
【００６０】
　・上記各実施形態としては、履き物として靴を例に挙げたが、スリッパ、サンダル、靴
下等、その他の履き物に具体化してもよい。靴下に具体化する場合、図１３に示すように
、靴下３０の内面３１のうち、母子球位置、小指球位置及び踵位置が厚くなるように編み
上げる。或いは母子球、小指球及び踵の大きさに形成された布地、ポリウレタン等を内面
３１に固定してもよい。その結果、母子球位置の突部３２、小指球位置の突部（図示略）
及び踵位置の突部３３がそれぞれ形成される。この靴下３０を装着した場合にも、上記し
たように足のアーチを育成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】本実施形態の靴の内部構造体の分解斜視図。
【図２】内部構造体の平面図。
【図３】（ａ）は母子球位置から小指球位置を横切る内部構造体の要部断面図、（ｂ）は
母子球位置及び踵位置を横切る内部構造体の要部断面図、（ｃ）は小指球位置及び踵位置
を横切る内部構造体の要部断面図。
【図４】靴を履いた足部の模式図。
【図５】足部を内側からみた模式図。
【図６】足部を外側からみた模式図。
【図７】第２実施形態の内部構造体の分解斜視図。
【図８】第２実施形態の内部構造体の要部断面図。
【図９】第３実施形態の履き物の斜視図。
【図１０】第３実施形態の履き物の平面図。
【図１１】第３実施形態の履き物の断面図。
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【図１２】別例の内部構造体の斜視図。
【図１３】別例の履き物の要部断面図。
【図１４】足のアーチを説明する概念図。
【符号の説明】
【００６２】
　１，２０，４０…履き物の内部構造体、５…高さ調整部、７，７Ａ～７Ｃ，３２，３３
…突部、８…許容部を構成する底面、１１…内側縦足弓、１２…外側縦足弓、１３…横足
弓、２１，６５…許容部を構成する凹部、３０…履き物としての靴下、５１～５３…突部
、６６Ｂ…下面、Ｐ１…母子球位置、Ｐ２…小指球位置、Ｐ３…踵位置。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】
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